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　理事長の倉持でございます。

広報の発行にあたり組合員の

皆様にご挨拶を申し上げます。

　当改良区役員・総代・組合

員の皆様には、各種事業の推

進について日頃からご協力を

頂き厚く御礼を申し上げます。

　また、茨城県県南農林事務

所、管内各市、そして茨城県土地改良事業団体連合会

等、関係機関の皆様にも、特段のご支援ご協力を頂き

御礼を申し上げます。

　さて、長年続けられてきた食料米の国指導の生産調

整が本年度から廃止となります。しかし、需給に合わ

せた調整をせず、自由に市場原理に任せては、米価の

下落は明らかであります。農協が中心になって今まで

同様の対処がされるはずですが、当改良区としても本

当に大事なことなので、最大限協力していくつもりで

す。それでなくとも需要の減少や営農者の高齢化など、

問題が山積している今、組合員の皆様と心を一つにし

て乗り切る覚悟を新たにしています。

　近年、当改良区発注の土地改良事業の工期遅延が、

受注各社の努力で大幅な改善が見られてきましたが、

平成２９年度は、全社が工期内に完成できました。当

改良区で初めてのことと思います。改めて関係各位に

感謝を申し上げます。

　平成２９年度も引き続き、当改良区発注分の農業基

盤整備促進事業や内郷工事、そして県営事業である経

営体育成基盤整備事業藤代北部地区や地盤沈下対策事

業福岡堰４期地区、小貝東部２期地区と整備を進めて

います。又、県営基幹水利施設ストックマネジメント

事業本田排水機場地区は、当初予算は 120,000 千円で

したが、284,862 千円に補正され、一気に改修のスピー

ドが上がっています。又、藤代北部地区については、

今年度を以て排水路の工事は終了できました。関係各

位の長年に渡ってのご協力に感謝いたします。

　平成３０年度の国の土地改良事業予算は、平成２９

年度の補正を含めて 5,800 億円で前年比 108% と決定

しております。茨城県においても前年比 105% になっ

ています。これは自民党が下野する前の規模に戻った

のですが、今後も気を緩めることなく、昨年度以上に

県や関係者と協力し国の機関に要望等をして、当初予

算がこの規模になるように働きかけて行きます。

　昨年、皆様にご心配をおかけしました川崎地区の小

排水路護岸工事のつくばみらい市の負担分は、ゼロと

の回答から１年掛かりましたが、市議会議員の有志の

ご尽力によって３月、６月そして９月と３回の議会で

ようやく前年度と同率の補正がなされ無事工事も完成

いたしました。本当にご心配をおかけいたしました。

福岡堰土地改良区一丸となって対処し、この結果を得

ました。各市議会議員の皆様をはじめ議会傍聴等積極

的にご尽力いただいた皆様にはただ感謝の一言です。

ありがとうございました。

　現在、県営経営体育成基盤整備事業伊奈三期地区を、

推進委員の皆様と平成３１年度の採択に向け活動して

います。昨年、つくばみらい市からは、市の負担が８％

だとしか回答が得られていませんが、取手市からは、

同事業の藤代北部地区について国のガイドラインと同

率の１０％をいただいていることや、つくばみらい市

が守谷土地改良区に対しては同じ事業であるのに

１０％の負担を約束しており、同率の要求をしていま

す。組合員の皆様の地元負担が少しでも軽減されるよ

う国のガイドラインに沿っての当然の要求だと思って

おります。今後は、我々農業者が少しでも安心して営

農に励める環境作りに市政が方向転換するよう期待し

ています。

　また、昨年もお願いしましたが、多面的機能支払交

付金の実施状況は、ここに来て参加団体が増加してお

りません。他県や他市町村と比較して普及率がかなり

低いのが現状です。組合員の皆様にも前向きに検討し

て頂きたいと願っております。又、農地中間管理事業

を取り入れることも大事なことです。この２つの事業

は、これからの農業経営には欠かせない車の両輪と考

えます。併せてご検討をお願い致します。

　最後になりましたが、組合員の皆様そして各関係機

関の皆様のご健勝と更なるご発展をご祈念申し上げま

してご挨拶と致します。

福岡堰土地改良区　理事長　倉持　悦典



第 ３０ 号（3）

　４月の定期人事異動により、

茨城県県南農林事務所土地改

良部門長として参りました檜

山でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　また、福岡堰土地改良区の

皆様方には、日頃より当管内

の農業農村整備事業の推進に

あたりまして、特段のご支援とご協力を賜り誠にあり

がとうございます。紙面をお借りしまして厚くお礼申

し上げます。

　先日、伊奈神社例祭に参列させて頂き、これまでの

400 年以上に渡る、先人たちの労苦に思いを馳せるこ

とが出来ました。

　この常陸谷和原三万石は、今では、茨城県を代表す

る穀倉地帯になっておりますが、1625 年に忠治公が

命じた「山田沼堰」の建設に始まり、これまで幾度と

なく堰の改築や用排水路の整備・改修が続けられてき

ました。

　福岡堰に関係する者として、これまで諸先輩方が成

し遂げてきたように、この地域を潤す用水施設や排水

施設等の農業水利施設を、その時代に合わせた改修や

改良を行い、後世にまで守り伝える責務があると感じ

ております。

　県では、平成２８年に策定した「第８次土地改良５

カ年計画」に基づき、老朽化の進む農業水利施設の長

寿命化対策、地域資源を活用した多面的機能支払交付

金等の取組を進めております。本県農業を更に持続的

に発展させていくためには、これらの取組を計画的か

つ着実に進める必要があります。

　次に、福岡堰土地改良区で実施しております県営事

業の平成３０年度の事業概要について紹介させて頂き

ます。まず、経営体育成基盤整備事業の伊奈二期地区

や藤代北部地区では農道工事、地盤沈下対策事業の福

岡堰４期地区では谷井田落排水路、同じく小貝東部２

期地区では中用２２号用水路及び谷井田用水路等、ま

た、基幹水利施設ストックマネジメント事業の本田排

水機場地区では電気設備及び２号電動機の更新を予定

しております。皆様のお力添えを頂きながら、コスト

縮減と効率的な進行管理に努めてまいります。さらに、

旧伊奈町の北西部地域において、排水路整備等の事業

化に向けて、引き続き調査を進めてまいりますので、

より一層のご協力をお願いいたします。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご隆盛と水利の

安全、今年の豊作をお祈り申し上げましてご挨拶とい

たします。

茨城県県南農林事務所　土地改良部門長　檜山　敦

茨城県土地改良事業団体連合会　県南事業所長　小沢　裕市

　昨年度に引き続きまして、土

地改良事業団体連合会県南事業

所長を務めることになりました

小沢でございます。本年度もよ

ろしくお願い致します。

　福岡堰土地改良区の皆様方

には、常日頃より農業農村整

備事業の推進はもとより本会

の業務運営に対しまして、特段のご支援ご協力を賜り、

紙面をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

　近年の農業農村を取り巻く情勢は、農業従事者の高

齢化や減少、耕作放棄地の増大、農業水利施設の老朽

化など様々な課題に加え、人口減少や少子高齢化に伴

う国内市場の縮小、貿易自由化の動きなど、今後も厳

しい環境が予想されます。

　さて、昨年９月に改正土地改良法が施行され、担い

手への農地の集積・集約に向け、農地中間管理機構と

連携した新たな基盤整備事業の創設、更には、耐用年

数を超過した農業水利施設の増加に伴う突発事故への

対応など、農業競争力の強化に向けた施策が展開され

ております。

　このような中、近年の農業及び農村をめぐる情勢の

変化に対応するとともに、土地改良区の業務運営の適

正化を図るため、土地改良区の組合員資格の拡大、総

代会の設置及び土地改良区連合の設立に係る要件の緩

和等の措置を講ずること等が盛り込まれた「土地改良

法の一部を改正する法律」が本年３月の国会に提出さ

れました。今後の改良区運営に大きく影響することが

見込まれます。

　また、農業従事者の減少や、農村の混住化が今後ま

すます進んでいくことが見込まれる中で、将来にわた

り農業水利施設を適正に維持管理していくためには、

土地改良区の体制強化と、適時、適切な補修及び管理

が必要となっております。

　その土地改良事業を推進し、基幹的農業水利施設等

を維持管理している土地改良区は、農村環境の保全を

はじめとして、その存在意義は、更に高まっていくも

のと考えております。

　本会といたしましても、土地改良区は地域農業を守

る重要な組織であるということを踏まえながら、会員

の皆様と一緒になって本県農業の振興・発展に努めて

参りますので、今後とも、ご理解とご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と、組合

員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げましてご挨拶と

致します。
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　平成２９年１０月１３日 ( 金 )、当土地改良区事務所会議室において、

臨時総代会が開催され、つくばみらい市十和地区の片見 育司総代を議長

に選出し、次の議案について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定

されました。

第 １ 号議案　平成２８年度事業報告の承認について

第 ２ 号議案　平成２８年度財産目録の承認について

第 ３ 号議案　平成２８年度会計収入支出決算の承認について

　（ア）一般会計

　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　（カ）農業基盤整備促進事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

第 ４ 号議案　平成２９年度組合費賦課率及び徴収方法の議決中、一部変更について

第 ５ 号議案　平成２９年度農業基盤整備促進事業施行議決中、一部変更について

第 ６ 号議案　平成２９年度農地耕作条件改善事業の施行について

第 ７ 号議案　平成２９年度会計収入支出補正予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（カ）農業基盤整備促進事業特別会計

　（ク）農地耕作条件改善事業特別会計

　平成２９年１０月１３日 ( 金 ) 開催の臨時総代会において承認を得ました、平成２８年度財産目録及び会計収入

支出決算は次の通りです。

資　　　　　産 負　　　　　債

流　動　資　産 ５２，４３９，４２０ 長　期　負　債 ０

特　定　資　産 ６４１，８６７，７０７ 短　期　負　債 ６４１，６１７，７０７

固　定　資　産 １６２，２０１，４６２

計 ８５６，５０８，５８９ 計 ６４１，６１７，７０７

（単位：円）

財　　産　　目　　録

平成 28 年度決算について
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会 計 収 入 支 出 決 算

差引残額　４３，６５０，０９３円は、平成２９年度へ繰越

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０５，９７０，４６９ １. 事 務 費 ８４，４８１，４５１

２. 財 産 収 入 １３５，０００ ２. 維 持 管 理 費 ２９，４７５，８２０

３. 補助金及び交付金 ２４，０７５，２００ ３. 事 業 費 ８９，７０４，６９０

４. 負担金及び寄付金 １７，８４２，８５１ ４. 財 産 費 ４，３９６，９４８

５. 雑 収 入 ５，０６９，６２２ ５. 借 入 費 ０

６. 繰 入 金 ２，２４４ ６. 負 担 金 繰 出 金 ２９，９４１，６７２

７. 繰 越 金 ３４，７３４，４９５ ７. 諸 費 ６，１７９，２０７

８. 予 備 費 ０

計 ２８７，８２９，８８１ 計 ２４４，１７９，７８８

（単位：円）

会　　計　　別 収入決算額 支出決算額 差 引 残 額 摘　　　要

（イ）常 勤 役 職 員 退 職
給 与 積 立 金 ６５，７５７，４３１ ０ ６５，７５７，４３１ 平成２９年度へ繰越

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ３，１０８，１９１ ３，１０８，１９１ ０

（エ）地 区 除 外 決
済 金 積 立 金 ３２３，４００，０５５ ２２６，８００ ３２３，１７３，２５５ 平成２９年度へ繰越

（オ）備 品 費 及 び 財 産
費 引 当 積 立 金 ２５２，６８７，０２１ ０ ２５２，６８７，０２１ 平成２９年度へ繰越

（カ）農 業 基 盤 整
備 促 進 事 業 ３３，９９８，４４３ ３３，９９８，４４３ ０

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 ３，０９９，６０１ ３，０９９，６０１ ０

計 ６８２，０５０，７４２ ４０，４３３，０３５ ６４１，６１７，７０７

（単位：円）

１、組合費（71.56%）２、財産収入（0.05%）

３、補助金及び交付金
（8.36%）

４、負担金及び寄付金
（6.20%）

５、雑収入（1.76%）
６、繰入金（0.00%） ７、繰越金（12.07%）

収　　入
１、事務費
　　（34.60%）

２、維持管理費（12.07%）３、事業費（36.74%）

４、財産費（1.80%）

５、借入費（0.00%）

６、負担金繰出金（12.26%）
７、諸費（2.53%） ８、予備費（0.00%）

支　　出
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　平成３０年３月２３日 ( 金 )、当土地改良区事務所会議室において、通

常総代会が開催され、つくばみらい市三島地区の寺田 操総代を議長に選

出し、次の議案について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定され

ました。

第 ８ 号議案　福岡堰土地改良区定款の一部改正について
第 ９ 号議案　福岡堰土地改良区個人情報保護に関する規程の制定について
第１０号議案　福岡堰土地改良区手数料徴収規程の一部を改正する規程
第１１号議案　平成２９年度組合費賦課率及び徴収方法の議決中、一部変更について
第１２号議案　土地改良施設の被買収等に係る契約締結について
第１３号議案　平成２９年度農業基盤整備促進事業施行議決中、一部変更について
第１４号議案　平成２９年度農地耕作条件改善事業施行議決中、一部変更について
第１５号議案　平成２９年度地区除外決済金積立金の運用処分の変更について
第１６号議案　平成２９年度会計収入支出補正予算（案）の議決について
　（ア）一般会計
　（ウ）地区除外決済金特別会計
　（エ）地区除外決済金積立金特別会計
　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計
　（カ）農業基盤整備促進事業特別会計
　（ク）農地耕作条件改善事業特別会計
第１７号議案　平成３０年度組合費賦課率及び徴収方法の議決について
第１８号議案　平成３０年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行について
第１９号議案　平成３０年度農地耕作条件改善事業の施行について
第２０号議案　平成３０年度県単土地改良事業の施行について
第２１号議案　平成３０年度地区除外決済金積立金の運用処分について
第２２号議案　平成３０年度会計収入支出予算（案）の議決について 
　（ア）一般会計
　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計
　（ウ）地区除外決済金特別会計
　（エ）地区除外決済金積立金特別会計
　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計
　（カ）農地耕作条件改善事業特別会計
　（キ）県単土地改良事業特別会計
第２３号議案　平成３０年度予算内一時借入金限度額の議決について

平成２９年度事業報告について

◆県営地盤沈下対策事業　福岡堰４期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 ４ － ３ 工 区 
排水路工 Ｌ＝ 35.3 Ｌ型水路　BOX カルバート　2.8 ～ 3.1 × 1.2 

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 ６ － １ 工 区 
排水路工 Ｌ＝ 282.7 Ｌ型水路　BOX カルバート　排水フリューム　1.9 ～ 2.1 × 1.2

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 ６ － ２ 工 区 
排水路工 Ｌ＝ 210 Ｌ型水路　1.7 ～ 1.9 × 1.2
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◆県営地盤沈下対策事業　小貝東部２期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

九 ヶ 村 用 水 路
第 ４ 工 区 

用水路工 Ｌ＝ 87.6 三面水路 1.4 × 0.75

谷 井 田 用 水 路
第 １ ７ 工 区

用水路工 Ｌ＝ 538.9 フリューム水路 0.6 ～ 0.7 × 0.6

県営地盤沈下対策事業福岡堰４期地区 谷井田沼落排水路　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区 谷井田用水路　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区 九ヶ村用水路　　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )
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◆県営経営体育成基盤整備事業　藤代北部地区◆

◆農業基盤整備促進事業◆

◆土地改良施設維持管理適正化事業（第３７期生）◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

排水路護岸工事その８ 排水路工 Ｌ＝ 1,321.3 排水フリューム 0.6 × 0.6

排水路護岸工事その９ 排水路工 Ｌ＝ 140.7 排水フリューム 0.4 × 0.6

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

川 崎 東 部 地 区
排 水 路 護 岸 工 事 排水フリューム Ｌ＝ 263.1 0.6 × 0.6 ～ 0.9

川 崎 西 部 地 区
排 水 路 護 岸 工 事 排水フリューム Ｌ＝ 202.7 0.6 × 0.6

工　事　名 工　事　内　容

古 川 機 場

ポ ン プ 設 備 補 修 工 事
ポンプ設備補修工 ｎ＝１式

県営経営体育成基盤整備事業藤代北部地区 上萱場地先　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )
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◆農地耕作条件改善事業◆

◆　そ　の　他　の　工　事　◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

川 崎 地 区 第 １ 工 区
排 水 路 護 岸 工 事

排水フリューム Ｌ＝ 269.6 0.6 × 0.6

川 崎 地 区 第 ２ 工 区
排 水 路 護 岸 工 事

排水フリューム Ｌ＝ 269 0.6 × 0.9

種　　別 工　事　内　容

内 郷 工 事 幹線・支線・中用水路補修工、幹線・中排水路補修工

特 別 工 事 安全施設復旧工

施 設 破 損
復 旧 工 事 用水路・安全施設復旧工

農 地 転 用 工 事 用排水路護岸工、出入口暗渠工

農業基盤整備促進事業　川崎東部地区　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )

農地耕作条件改善事業　川崎地区第２工区　施工前 ( 左 )・施工後 ( 右 )
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（単位：円）

（単位：円）

一 般 会 計 収 支 共
２８８，７１５，０００円也

特 別 会 計 収 支 共
７２１，８５０，０００円也

平成 30 年度予算について

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０３，２３０，０００ １. 事 務 費 ９２，８９７，０００

２. 財 産 収 入 １３５，０００ ２. 維 持 管 理 費 ４９，６２１，０００

３. 補助金及び交付金 ３４，８７８，０００ ３. 事 業 費 ９２，６３２，０００

４. 負担金及び寄付金 １３，０２９，０００ ４. 財 産 費 ５，０００，０００

５. 雑 収 入 １，４１１，０００ ５. 借 入 費 １，０００

６. 繰 入 金 １７，０３２，０００ ６. 負 担 金 繰 出 金 ３８，１９８，０００

７. 繰 越 金 １９，０００，０００ ７. 諸 費 ６，４０１，０００

８. 予 備 費 ３，９６５，０００

計 ２８８，７１５，０００ 計 ２８８，７１５，０００

会　　計　　別 収入予算額 支出予算額

（イ）常 勤 役 職 員 退 職 給 与 積 立 金 ７１，７８５，０００ ７１，７８５，０００

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ３，８１２，０００ ３，８１２，０００

（エ）地 区 除 外 決 済 金 積 立 金 ３３０，４７６，０００ ３３０，４７６，０００

（オ）備 品 費 及 び 財 産 費 引 当 積 立 金 ２５２，７７５，０００ ２５２，７７５，０００

（カ）農 地 耕 作 条 件 改 善 事 業 ６０，００１，０００ ６０，００１，０００

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 ３，００１，０００ ３，００１，０００

計 ７２１，８５０，０００ ７２１，８５０，０００

１、組合費（70.39%）
２、財産収入（0.05%）

３、補助金及び交付金
（12.08%）

４、負担金及び寄付金
（4.51%）

５、雑収入（0.49%） ６、繰入金（5.90%） ７、繰越金（6.58%）

収　　入
１、事務費
　　（32.18%）

２、維持管理費（17.19%）
３、事業費（32.08%）

４、財産費（1.73%）

５、借入費（0.00%）

６、負担金繰出金（13.23%）

７、諸費（2.22%） ８、予備費（1.37%）
支　　出
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　当土地改良区管内には多数の用排水路があり、円滑な用水かんがいと排水を計るべく、毎年２回の藻刈り及
び堤塘草刈りを組合員皆様のご協力により実施しておりますが、用排水の通水を妨げないよう水路内への草の
落下に充分注意して頂き、落ちた場合には取り除いて頂くようご協力をお願い致します。
　又、近年刈払機による草刈り作業が多くなっており、事故の件数も増加しております。十分満足な補償とま
ではいきませんが、傷害保険には加入しておりますので事故やケガには充分注意して頂き、万一の場合には当
改良区へご連絡頂けますようお願い致します。
　尚、本年は第１回目が６月３日（日）、第２回目が７月２２日（日）に予定されておりますので、ご協力の程
重ねてお願い致します。

▼管内用排水路の藻刈り及び堤塘草刈りについて

　管内には、用水の不足を補うための機場が数多く設置されています。この機場はあくまで用水の補給としての施設で
ありますので、かんがい前や降雨の場合等は運転を停止し、節電のためにもこまめな運転管理をお願いします。

▼揚水機場の運転について

　毎年お願いをしているところですが、用排水路へのごみ
の不法投棄が一向に減らず、下流の用排水の通水に支障を
きたしています。
　回収されるごみは、缶・びん・ペットボトル・家庭ごみ・
汚物・自動車のドア部品など多岐に亘ります。中には農業
用ビニール・野菜・果物等の農作物も含まれており、周り
への迷惑を承知で投棄する心ない行為に非常に悲しく残念
に思います。これらの処理には毎年多大な経費を要してお
り、組合員の皆様から納めて頂いている賦課金を充用して
いる状況です。この現状にご理解頂き、ごみに対する意識を高め、絶対にごみを捨てない、捨てさせないよう
に皆さんのご協力をお願い致します。
　又、各集落のごみ集積場は、用排水路から離れた敷地へ設置して下さるようお願い致します。ごみが散乱し、
用排水路へ流れることがありますので、ご協力の程重ねてお願いを致します。

▼ごみの投棄から水路を守ろう

“ ごみは必ず集積場へ” “ 誰もがみんな監視員”

お  知  ら  せ

▼交通事故等による施設の破損について
　福岡堰土地改良区管内の用排水施設、交通安全施設（ネットフェンス
等）が、毎年、交通事故等による施設破損件数増加の傾向にあります。
　又、当事者が分からず、組合員の皆様から納入して頂いている賦課金
を、充用することになってしまう復旧工事件数も、同様に増加の傾向に
あります。
　交通事故等により施設を破損された方、破損事故を目撃された方は、
必ず当土地改良区へ連絡して下さるようお願い致します。
　尚、破損した施設の復旧工事に要する費用は、対物損害賠償責任保険
を適用することが出来ますから、加入している保険会社等を連絡して頂
ければ、当土地改良区が現地調査の上、保険会社等へ請求し、復旧工事
を施工いたしますので、ご協力をお願い致します。

▼水路の補修工事（内郷工事）要望について
　造成後年月が経過し、皆様が利用している水路も老朽化等により、補修工事の要望が年々多くなってきております。
しかし、予算の都合もあり全ての要望に対応することができず、皆様には大変ご不便をおかけしております。
　水路でも各圃場へ直接取水する小用水路や直接排水する小排水路は原則地元管理となっておりますので、再度ご理
解の程よろしくお願い致します。
　尚、組合員にて補修していただく場合は、各種助成制度等もありますので、施工前に各地区役員・総代までお問い
合わせ下さい。
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こんな時には届出 ・申請が必要です！

　毎年５月に組合費通知書を発行しておりますが、面積・

組合員名に相違あるという連絡が多くあります。

　耕作地の移動又は組合員名に変更がある場合は、土地

改良法により、本人が土地改良区へ届け出ることになって

おりますので、必ず届け出るようお願い致します。

組合員変更及び耕作移動

　農地を農地以外のものに転用するときには、あらか

じめ土地改良区に地区除外の申請をして下さい。土地

改良区では、その土地を転用することにより、付近の

他の農地に被害がないかどうかを検討した後に土地改

良区の意見書等を交付します。その際に地区除外決済

金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務づ

けられており、その土地を地区除外することにより、残

された農地が将来加重な負担にならないようにするた

めのものです。公共事業用地として買収又は寄付した

土地も同様に決済金等を納めて頂くことになりますの

で、事業主体（買収者）が手続きをするように充分に

話し合いをして下さい。手続きをしないと賦課されます

ので、注意して下さるようお願い致します。

農地を転用するとき

　組合費の納付につきましては、市役所窓口での納付

ができません。又、金融機関での振込納付の手数料は、

組合員さんご本人に負担して頂くことになりますので、

是非、口座振替納付をご利用下さい。

　手続きは簡単で、口座振替手数料の負担もありませ

んので、より多くの皆様からのお申し込みをお待ちし

ております。

口座振替の申し込み

　福岡堰土地改良区の区域内には、大小の用排水路が

あります。このうち排水路に浄化槽を通して雑排水等

を放流しようとする場合には、土地改良区の承認が必

要です。本来、排水路は農業排水が目的であり、各家庭、

事業所等から出る排水は、公共下水等で処理されるこ

とになっておりますが、その設備が無く、やむを得ず

排水路への放流が必要な場合は、農作物に対する影響

等を検討し、水質基準等を定め、認めております。土

地改良区の排水路へ浄化槽を通して雑排水等を放流す

るときは、必ず事前に承認を受けてから放流して下さ

い。

浄化処理水等を放流するとき

ホームページのご利用について

　当改良区ではホームページを開設しておりま

す。こちらでは組合員の皆様へのお知らせに加え、

当区の運営状況、 沿革や概要等も掲載しており

ますので、 ご利用頂けたら幸いです。 また、 各

種手続きに伴う申請書等を印刷することも出来

ますのでご利用下さい。

福岡堰土地改良区 検索

水 難 事 故 ゼ ロ へ 　 ご 協 力 を

　用水かんがいの時期は水路に常時通水しており、水深も深く、流れも速い状態です。危険ですので水難事故に

ご注意下さい。特に子供たちの水遊びによる事故が懸念されます。ネットフェンス等の安全施設は設置してあり

ますが、子供たちを水難事故から守る為、ご家族に止まらず地域の皆様も一人ひとりが注意をしあい、「遊ばない」

「遊ばせない」「近寄らない」を合い言葉に子供たちが水路の近くで遊ばないようご協力をお願い致します。


